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○検討の趣旨 
病児保育事業は、地域子ども・子育て支援事業として位置づけられ、子ども・子育て家庭を対象とする事業として、市

町村が地域の実情に応じて実施することとされている。 

現行の病児・病後児保育事業を基本とし、課題となっている施設の安定的な運営を確保するための方策等について
検討を行い、さらなる事業の充実を図ることとする。 

 

 

 

 

※ 平成25年度厚生労働科学研究費補助金において、「病児・病後児保育の実態把握と質向上に関する研究」に対して
補助を行っている。以下の資料においては、当該研究班で実施した病児・病後児保育に関する実態調査の結果（未
定稿）及び意見（未定稿）も参考として記載している。 

※ 子育ての喜びを実感しながら仕事を続けられる社会をつくるためには、子ども・子育て支援施策の充実のみならず
「働き方の改革」による仕事と生活の調和の双方を早期に実現することが必要である。このため、中小企業を含めた
すべての企業における育児休業、短時間勤務等の柔軟な働き方に係る制度を利用しやすい環境の整備、父親も子
育てができる働き方の実現、事業主の取組の社会的評価の推進等を進める。また、男女ともに育児休業を取得して
いくことを更に促進するため、育児休業給付の引上げを行うための法改正を次期通常国会に提出する予定。 

   さらに、事業主や地方自治体が仕事と子育ての両立の推進等を図るための行動計画を策定する「次世代育成支援
対策推進法」について、その期間を１０年間延長し、引き続き集中的・計画的に取組を行うこととする法案を次期通常
国会に提出する予定。 

１．病児保育事業の検討に当たって 
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病児対応型・病後児対応型 体調不良児対応型 非施設型（訪問型） 

事業内容 
 地域の病児・病後児について、病院・保育
所等に付設された専用スペース等において
看護師等が一時的に保育する事業 

 保育中の体調不良児を一時的に預かるほ
か、保育所入所児に対する保健的な対応や
地域の子育て家庭や妊産婦等に対する相
談支援を実施する事業 

 地域の病児・病後児について、看護師
等が保護者の自宅へ訪問し、一時的に
保育する事業 
※平成２３年度から実施 

対象児童 

 当面症状の急変は認められないが、病気
の回復期に至っていないことから（病後児の
場合は、病気の回復期であり）、集団保育が
困難であり、かつ保護者の勤務等の都合に
より家庭で保育を行うことが困難な児童で
あって、市町村が必要と認めたおおむね１０
歳未満の児童 

 事業実施保育所に通所しており、保育中
に微熱を出すなど体調不良となった児童で
あって、保護者が迎えに来るまでの間、緊
急的な対応を必要とする児童 

 病児及び病後児 

実 施 主 体 
市町村（特別区を含む）又は市町村が適切と
認めた者 

市町村（特別区を含む）又は保育所を経営
する者 

市町村（特別区を含む）又は市町村が適
切と認めた者 

実 施 要 件 

■ 看護師：利用児童おおむね１０人につき
１名以上配置 

  保育士：利用児童おおむね３人につき  
１名以上配置 

 

■ 病院・診療所、保育所等に付設された専
用スペース又は本事業のための専用施設        

               等 

■ 看護師等を常時２名以上配置（預かる
体調不良児の人数は、看護師等１名に対
して２名程度） 

 

■ 保育所の医務室、余裕スペース等で、
衛生面に配慮されており、対象児童の安
静が確保されている場所 

               等 

■ 預かる病児の人数は、一定の研修を
修了した看護師等、保育士、家庭的保
育者のいずれか１名に対して、１名程度
とすること 

              等 

交付実績 
（Ｈ２４年度） 

１,１０２か所 
（病児対応型５６１か所、病後児対応型５４１か所） 

（延べ利用児童数 約４９万人） 
５０７か所 １か所 

補 助 率 １／３   国 １／３ 都道府県 １／３ 市町村 １／３ （国 １／３ 指定都市・中核市 ２／３） 

（2５年度予算額）4,841百万円 → （2６年度予算案）5,196百万円 

２．現行制度について 
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（１）病児対応型・病後児対応型 
 ・病児対応型 

   児童が病気の「回復期に至らない場合」であり、かつ、当面の症状の急変が認められない場合において、当該児童を
病院・診療所、保育所等に付設された専用スペース又は本事業のための専用施設で一時的に保育する事業。 

 ・病後児対応型 

   児童が病気の「回復期」であり、かつ、集団保育が困難な期間において、当該児童を病院・診療所、保育所等に付設さ
れた専用スペース又は本事業のための専用施設で一時的に保育する事業。 

 
 
○人員配置基準 
＜現行の基準＞ 
 ・ 看護師、准看護師、保健師又は助産師（以下、「看護師等」という。）を利用児童おおむね１０人につき１名以上配置。 
 ・ 保育士を利用児童おおむね ３人につき１名以上配置。 
 
 
＜研究班の調査結果及び意見＞ 

調査結果：各施設の保育士１人当たり担当児童数の中央値は２．０人。 
 
意見：３歳未満児の利用が全体の６割を占めており、病児対応型においては状態の変化や急変等に対応可能な体制

が必要であることから、より手厚い配置をするべきであるが、病児保育に対応できる保育士・看護職員の確保も
困難な状況にある。 

 

３．各事業類型の基準について 
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＜論点＞ 
  保育士配置を手厚くすべきというご意見がある一方で、職員の確保が困難な状況となっており、どう考えるか。急変等
への対応などの研修を充実し、質の向上を図ることについて、どう考えるか。 

 
【対応方針】 
  現行の配置基準によることとし、職員の資質の向上のための研修の機会を確保する。 
 
 
○補助方法 
 

＜研究班の調査結果及び意見＞ 
  調査結果：稼働率は、病児対応型４５％、病後児対応型１６％。平均キャンセル率は、ともに２５％。 
         運営収支の中央値は73万円の赤字。１ヶ月あたり給与平均値は、保育士約２０万円、看護職員約２６万円。 
 
  意見：調査結果を踏まえた補助の充実が必要。給与について、専門職として処遇の保障がなされるべき。 
 
＜論点＞ 
  稼働率、キャンセル率、運営収支実態等を踏まえ、運営補助の方法をどのように考えるか。また、改修等について、ど
う考えるか。 
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○その他 
＜研究班意見＞ 
  意見①：地域の保育所等との連携により、感染症流行状況等の共有や、職員の巡回等により地域における保育保健

の向上への寄与が期待される。また、地域のネットワークづくりが必要。 
  意見②：病児・病後児の対応のために、保育士、看護師資格に加え、一定の研修が必要。 
 
＜論点＞ 
  論点①：施設の安定的な運営を確保する等の観点から補助方法の改善を検討する際には、例えば、利用のない日に

は、地域の保育所等へ感染症流行状況や感染症別の予防策等について情報提供したり、他の施設への巡回
を行ったりすることなどの機能を付加することについて、どう考えるか。 

  論点②：医療機関併設ではない施設での利用児童の病状急変時における医師への受診方法について、どう考えるか。 
  論点③：病児・病後児の対応のため、研修の今後の在り方について、どう考えるか。 
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【対応方針】 
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現行制度 見直し（案） 

○病児対応型 

【設備基準】 

・ 保育室及び児童の静養又は隔離の機能を持つ観察
室又は安静室を有すること等。 

【基本分基準額】 

 １か所あたり年額 2,400千円 

【加算分基準額】（年間延べ利用児童数により補助） 

      10人以上  50人未満 ・・・・・   500千円 

      50人以上  200人未満 ・・・・  2,500千円 

     ～ （以下、200人刻みで単価を設定） 

 2,000人以上 ・・・・・・・・・・・・・・ 21,750千円     等 

 

○病後児対応型 

【設備基準】 

・ 保育室及び児童の静養又は隔離の機能を持つ観察
室又は安静室を有すること等。 

【基本分基準額】 

 １か所あたり年額 2,000千円 

【加算分基準額】（年間延べ利用児童数により補助） 

      10人以上  50人未満 ・・・・・   400千円 

      50人以上  200人未満 ・・・・  2,200千円 

     ～ （以下、200人刻みで単価を設定） 

 2,000人以上 ・・・・・・・・・・・・・・ 20,100千円     等 

○ 現行と同様、定額の基本分と利用児童数に応じた加算分
の組み合わせにより補助を行うこととし、施設運営の安定化
等の観点から、特に基本分の機能の充実を図る方向で検討
する。 

 

・ 設備基準等については、現行の基準を基本とする。 

・ 基本分において、地域の保育所等への情報提供や巡回な
ど、地域全体の保育の質の向上につながる機能や研修につ
いても評価する。また、病後児保育について、稼働率の向上
のため、協力医療機関との連携を評価する。 

・ 市町村において、病後児保育の利用調整やファミリー・サ
ポート・センター事業等を活用した医師への受診などの対応
のため、他事業も含めた地域ネットワークの構築に努めるこ
ととする。また、広域利用が適切に行われるよう各市町村で
協定を締結する等、調整に努めることとする。 

・ 保育士及び看護師等の人件費等については、公定価格や
研究班の調査結果を踏まえ、設定する。 

・ 研修については、研究班の調査及び研究結果等を勘案し、
具体的な内容を検討する。 

・ 事業の開始に当たって隔離室等の改修を行う場合に支援を
行うこととする。 



（２）体調不良児対応型 
  児童が保育中に微熱を出すなど「体調不良」となった場合において、安心かつ安全な体制を確保することで、保育所  
 における緊急的な対応を図る事業及び保育所に通所する児童に対して保健的な対応等を図る事業。 
 

 
○人員配置基準 
＜現行の規定＞ 
 ・ 看護師等を２名以上配置し、うち１名以上を体調不良児の看護を担当する看護師等とすること。ただし、延長保育２時
間以上実施又は夜間保育所等である場合には、看護師等１名以上の配置で事業実施が可能。 

 ・ 預かる体調不良児の人数は、看護師等１名に対して２名程度とすること。 
 

○補助方法 
＜現行の規定＞ 
  １か所あたり年額・・・・・・4,310千円 
 
○その他 
＜論点＞ 

実施施設（現行は保育所のみ）について、医務室が設けられている場合の認定こども園、事業所内保育での実施につ
いて、どう考えるか。 
※保育所における看護師配置について、施設型給付等との関係の整理が必要。 

 
【対応方針】 
 ・ 現行の基準を基本とした上で、実施施設について、医務室が設けられている場合は認定こども園、事業所内保育、小

規模保育での実施も可能とする。なお、保育所における看護師配置については、公定価格との関係を踏まえて整理す
る。 
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（３）訪問型 
  児童が「回復期に至らない場合」又は、「回復期」であり、かつ、集団保育が困難な期間において、当該児童の自宅にお
いて一時的に保育する事業。 

 
○人員配置基準 
＜現行の規定＞ 
 ・ 病児（病後児）の看護を担当する一定の研修を修了した看護師等、保育士、研修により市町村長が認めた者（以下、
「家庭的保育者」という。）のいずれか１名以上配置。 

 ・ 預かる児童の人数は、上記職員１名に対して１名程度。 
 
＜論点＞ 
  病児・病後児の対応のため、研修の今後の在り方について、どう考えるか。（再掲） 
 
○補助方法 
＜現行の規定＞ 
  １か所あたり年額・・・・・6,711千円 
 
【対応方針 】 
 ・ 事業実績が伸びていないが、担い手には高い専門性が必要であることから、現行の基準を基本としつつ、研修内容・

体制のあり方等について研究班の調査及び研究結果等を勘案し、今後、具体的に検討する。 
 ・ 上記の人員配置基準のもとで、保護者の選択の幅を広げる工夫ができる方式についても市町村の判断により採用す

ることを可能とする。 

8 



（１） 調査の実施 
   平成２５年度厚生労働科学研究費補助金において、「病児・病後児保育の実態把握と質向上に関する研究」に対して  

  補助を行っており、当該研究班において病児・病後児保育に関する実態調査を実施した。 

 

（２） 調査の対象及び回収状況 
 ＜調査対象＞ 

   平成２４年度病児・病後児保育事業補助金交付施設等 

 

 

 

 

（３） 調査方法及び調査期間 
 ＜調査方法＞ 

   上記調査対象施設に調査票を郵送し、同封の返信用封筒により研究班事務局に返送。 

 ＜調査期間＞ 

   調査票発送日：平成２５年７月１日  返信期限：平成２５年７月２６日  

 

 

 

 

 

 

【参考】 研究班の調査結果（概要）について 
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発送数 回収数 無効数 有効回答率 

箇所数 １，１４７ ７３８ ７ ６４％ 



（４） 調査項目 
  Ａ．基本情報    Ｂ．平成24年度実績    Ｃ．職員状況    Ｄ．平成24年度運営状況    Ｅ．その他 
     施設類型      延べ利用人数         職員 配置                 運営経費              研修 
     事業開始年      キャンセル数           業務内容 等    初期経費              地域連携 
     対象児童      年齢別利用状況 等                                     課題  等 
     設備状況                                                  
     料金 
     開所日時 
             予約          等                                                                                                                                     
                                                               計 ５区分 ３７問                                                                             
 

（５）調査結果（未定稿）の概要 
 ○施設類型の内訳 
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全体数 病児対応型 病後児対応型 

箇所数 割合（％） 箇所数 割合（％） 箇所数 割合（％） 

合計 ７１７ （100.0） ３６２ （100.0） ３５５ （100.0） 

診療所併設型 ２００ （27.9） １７２ （47.5） ２８ （7.9） 

病院併設型 １６０ （22.3） １３２ （36.5） ２８ （7.9） 

保育所併設型 ２８３ （39.5） ３３ （9.1） ２５０ （70.4） 

単独型 ３７ （5.2） １５ （4.1） ２２ （6.2） 

その他 ３７ （5.2） １０ （2.8） ２７ （7.6） 

※割合は、それぞれ四捨五入によっているので、端数において合計と合致しないものがある。 



 ○平成２４年度における利用状況（中央値） 
 

 

 

 
 ○１施設当たりのキャンセル率（平均値） 

 

 

 

 

 ○平成２４年度における年齢別延べ利用児童数 
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全体 病児対応型 病後児対応型 

年間延べ利用児童数 ２６８人 ５７７人 ９０人 

全体 病児対応型 病後児対応型 

キャンセル率 ２４．９％ ２５．２％ ２４．６％ 

※１施設当たりのキャンセル率＝年間延べキャンセル数／（年間延べ利用児童数＋年間延べキャンセル数） 

全体 病児対応型 病後児対応型 

０歳 ２６，７４０人 １９，３１１人 ７，４２９人 

１歳 ８６，７８９人 ６９，３９３人 １７，３９６人 

２歳 ４８，１０８人 ３８，７５７人 ９，３５１人 

３歳 ３３，６１６人 ２７，０７３人 ６，５４３人 

４歳 ２７，４４５人 ２２，３３９人 ５，１０６人 

５歳以上 ４３，１４１人 ３７，０５７人 ６，０８４人 

合計 ２６５，８３９人 ２１３，９３０人 ５１，９０９人 



 ○１施設当たりの稼働率（平均値） 

 

 

 

 

 ○職員１名当たりの担当児童数（中央値） 

 

 

 

 

 ○平成25年６月の職員１名当たりの担当児童数（中央値） 

 

 

 

 

 ○常勤換算人員１人当たりの給与月額及び勤続年数（平均値） 
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全体 病児対応型 病後児対応型 

保育士 ２．０人 ２．０人 ２．０人 

看護師等 ３．０人 ３．０人 ２．０人 

全体 病児対応型 病後児対応型 

稼働率 ３０．５％ ４５．０％ １６．０％ 

※１施設当たりの稼働率＝年間延べ利用児童数／（施設定員×年間開所日数） 

保育士 看護師等 

給与額 ２０．４万円 ２６．３万円 

勤続年数 ４．９年 ５．５年 

※平均給与＝給与総額／常勤換算人員 

全体 病児対応型 病後児対応型 

保育士 ２．７人 ２．０人 ３．０人 

看護師等 ４．０人 ４．０人 ４．０人 



 ○平成２４年度における運営収支状況（中央値） 

 

 

 

 

 ○事業実施における課題 
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課題 回答数 割合 課題 回答数 割合 

当日の利用キャンセル ２８８ 40.2％ 看護師の確保 １１４ 15.9％ 

利用児童数の日々の変動 ３６０ 50.2％ 収支の問題 ２４８ 34.6％ 

ニーズが多く、利用を断ることが
多いこと 

８７ 12.1％ 病児等を預かるリスク １４５ 20.2％ 

利用が少ないこと ２０２ 28.2％ 指導医に対する補助が少ないこと ５７ 7.9％ 

保育士の確保 １３７ 19.1％ その他 １１７ 16.3％ 

※全体数７１７箇所、複数回答可。 

全体 病児対応型 病後児対応型 

収支 △７３．４万円 △４７．２万円 △８７．５万円 



 

◎子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号） 

 第５９条 市町村は、内閣府令で定めるところにより、第６１条第１項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画に

従って、地域子ども・子育て支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。 

  十一 児童福祉法第６条の３第１３項に規定する病児保育事業 

 

◎児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号） 

第６条の３ 

⑬ この法律で、病児保育事業とは、保育を必要とする乳児・幼児又は保護者の労働若しくは疾病その他の事由によ

り家庭において保育を受けることが困難となった小学校に就学している児童であって、疾病にかかっているものに

ついて、保育所、認定こども園、病院、診療所その他厚生労働省令で定める施設において、保育を行う事業をいう。 
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